
近年，ヒト，モノ及びカネが国境を越えて自由かつ迅速に移動することが一層可能になり，

また，インターネットを始めとする情報通信ネットワークの急速な発達により，国境のない

サイバー・スペースが出現し，世界中の情報を居ながらにして容易に入手できるなど，社会

・経済のグローバリゼーションが進んでいる。

これらヒト，モノ，カネ及び情報の国境を越えた自由かつ迅速な移動は，世界中の人々の

活動に多くの利便をもたらした反面，犯罪活動も容易に国境を越えることが可能になり，犯

罪のグローバリゼーションともいうべき問題を生じさせ，なかでも国際組織犯罪（注）の深

刻化が進んでいる。

さらに，近年における我が国の厳しい経済情勢にもかかわらず，我が国と近隣諸国との賃

金格差を背景として流入した多数の不法就労を目的とした外国人の定着化という問題があ

る。これらの者の中には，不法就労よりも効率的に利益を得る手段として犯罪に手を染め，

地縁，血縁等によって我が国国内で犯罪グループを形成し，あるいは我が国の暴力団や外国

に本拠を置く国際犯罪組織と連携をとるものが現れている。

このように量的にも質的にも悪化の一途をたどっている国際犯罪に対して，警察では，取

締りはもとより，より根本的な解決を目指した総合的な対策に取り組んでいる。サミット，

国際連合等の国際協議の場においては，国際犯罪の問題はもはや各国の国内治安のみの問題

ではなく，人類が共有する地球規模の問題であるとの共通認識の下に，２１世紀にふさわしい

国際犯罪対策の新たな枠組みを構築する作業が進行中であり，我が国の警察はこれに対して

積極的に貢献している。

（注） 国際組織犯罪とは，国際的には，国・地域や手段を問わず国境を越えて組織的に行われる犯罪全般を指すことが

多い。なお，現在国際連合の場で，２０００年（平成１２年）末までの採択を目標に国連国際組織犯罪条約（United Nations

Convention against Transnational Organized Crime）の策定について議論されているほか，様々な国際会議等の場

で国際組織犯罪に対する諸対策が検討されている。

１ 警察事象の国際化の概況

（１） 来日外国人による犯罪

平成元年に約３００万人であった外国人入国者総数は，１１年には約１．６倍の約４９０万人となっ

ており，これを反映して，来日外国人による犯罪も増加している。

第７章 国際化社会と警察活動

－２３９－



ア 来日外国人による刑法犯

１１年中の来日外国人による刑法犯の検挙件数は２万５，１３５件（前年比３，４４６件（１５．９％）増），

検挙人員は５，９６３人（５８１人（１０．８％）増）である（第１章第２節４（４）ア参照）。

また，来日外国人犯罪の検挙状況を包括罪種別にみると，知能犯，風俗犯を除き増加して

おり，特に，凶悪犯，窃盗犯の増加が目立っている（表７－１）。

（ア） 凶悪犯

凶悪犯の検挙件数は２６７件（前年比３９件（１７．１％）増），検挙人員は３４７人（９６人（３８．２％）

増）である。

なかでも，強盗事件の検挙件数は１９５件（前年比６５件（５０．０％）増），検挙人員は２７８人（１１８

人（７３．８％）増）大幅に増加している。その態様も，被害者を粘着テープや手錠等で緊縛し

たり，けん銃や刃物等を使用するなど凶悪化が進んでいる。また，「蛇頭」が密航費用回収

のため，密航者に強盗グループを組織させている事例もみられる。

［事例］１０年１１月，中国人の男（３９）らは，模造けん銃を携行して都内時計店に押し入り，

店員の顔面を殴打し，手錠で緊縛した上，現金６５万円及び陳列中の腕時計等約２億円相

当を強取した。１１年６月，強盗傷害罪等で検挙した（警視庁）。

（イ） 窃盗犯

窃盗犯の検挙件数は２万２，４０４件（前年比３，３２６件（１７．４％）増），検挙人員は３，４０４人（３０６

人（９．９％）増）であった。なかでも，来日外国人グループによる組織窃盗事件が目立って

表７－１ 来日外国人刑法犯の包括罪種別検挙状況（平成２～１１年）

年次
区分 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

総 数
件数（件） ４，０６４ ６，９９０ ７，４５７ １２，７７１ １３，３２１ １７，２１３ １９，５１３ ２１，６７０ ２１，６８９ ２５，１３５

人員（人） ２，９７８ ４，８１３ ５，９６１ ７，２７６ ６，９８９ ６，５２７ ６，０２６ ５，４３５ ５，３８２ ５，９６３

凶悪犯
件 数 ７７ １２６ １６１ ２１８ ２２１ １７６ １６２ １８７ ２２８ ２６７

人 員 １１１ １２６ １８５ ２４６ ２３０ ２０１ ２１２ ２１３ ２５１ ３４７

粗暴犯
件 数 １４０ １２８ １９６ ２４４ ２２０ ２４７ ２７２ ２６５ ２７２ ２８２

人 員 １５７ １７４ ２１３ ２７７ ２４６ ２５５ ２７９ ３１３ ３０５ ３３８

窃盗犯
件 数 ２，７１９ ４，５０６ ４，２７７ ９，１３４ １０，１２０ １４，１４５ １５，９５２ １９，１２８ １９，０７８ ２２，４０４

人 員 １，６５６ ２，４９３ ２，９４４ ３，９９５ ３，９３７ ３，９００ ３，３９９ ３，１５５ ３，０９８ ３，４０４

知能犯
件 数 ２３９ ３７７ ７２３ ７７７ ３９４ ７７０ １，５１３ ６８０ ７４０ ５２３

人 員 １３９ ９４ ４４３ ２６０ ２１８ ３０２ ４９７ ３０５ ３１９ ２６４

その他
件 数 ８８９ １，８５３ ２，１００ ２，３９８ ２，３６６ １，８７５ １，６１４ １，４１０ １，３７１ １，６５９

人 員 ９１５ １，９２６ ２，１７６ ２，４９８ ２，３５８ １，８６９ １，６３９ １，４４９ １，４０９ １，６１０
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おり，その態様は，貴金属店や衣料品店等を対象とした出店荒し，飲食店内でいすやハンガ

ーに掛けてある客の上着から財布を窃取するいわゆるブランコすり等である。また，暴力団

が関与する事例もみられる。

［事例］ ７年７月ころ，中国から我が国に不法入国した中国人の男（４１）は，他の不法滞

在者や日本人を配下にして，居酒屋等における飲食客を対象としたいわゆるブランコす

りを敢行し，さらに，窃取したクレジットカードを使用して腕時計，バッグ等をだまし

取ったほか，衣料品店等を対象とした出店荒しも敢行し，盗品を国内の闇市場で処分し

ていた。１１年３月までに２０都道府県下における５１５件（被害総額１２億２，５１７万円相当）の

犯行を確認し，窃盗罪等で検挙した（広島，愛知，岐阜，愛媛，香川）。

（ウ） 知能犯

知能犯の検挙件数は５２３件（前年比２１７件

（２９．３％）減），検挙人員は２６４人（５５人（１７．２％）

減）であった。その多くは，偽造クレジット

カードを使用した詐欺事件や身分を証明する

ための旅券，外国人登録証明書等の公文書を

偽造・行使した事件となっている。

イ 来日外国人犯罪の国籍別検挙状況

１１年中の来日外国人の刑法犯の国籍・地域

別検挙状況は，表７－２のとおりで，アジア

地域が依然として高い割合を占めており，と

りわけ，中国が，検挙件数で全体の４８．９％，

検挙人員で全体の４５．６％を占めている。

ウ 大都市圏以外の地域への拡散

１１年中の来日外国人による刑法犯の地域別

検挙状況は，図７－１のとおりで，昭和６０年

では東京を除き来日外国人犯罪は目立たなか

ったものの，平成３年には神奈川，大阪等の

大都市圏においても多発する一方，地方へも

拡散している状況がみられるようになった。

１１年には更に地方への拡散が進み，来日外国

人犯罪が全国的な問題となっている。

表７－２ 来日外国人刑法犯の国籍・
地域別検挙状況（平成６～１１年）

年次

国，地域別
６ ７ ８ ９ １０ １１

総 数（人）６，９８９６，５２７６，０２６５，４３５５，３８２５，９６３

ア

ジ

ア

小 計 ５，４２７５，０８１４，７６３４，２４１４，０４３４，５１４

イ ラ ン
韓国・北朝鮮
タ イ
中 国
パキスタン
バングラデシュ
フィリピン
ベ ト ナ ム
マレーシア
そ の 他

２９４
７７５
２２３
２，９４２
８７
２８
３９６
１９８
２５６
２２８

１６７
７５２
２１３
２，９１９
５９
３０
３０１
２５２
１６９
２１９

１５０
７３２
１４５
２，６６１
４６
３１
３２６
２７４
１３５
２６３

１０３
５２２
１１９

２，４５７
３４
３２
３１５
３２９
１１５
２１５

７２
５４８
８４

２，４０１
３２
１７
２６９
３４０
８１
１９９

６６
５９３
９０

２，８２３
４０
１６
２３７
３４７
６０
２４２

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

小 計 ３２２ ３２１ ２５７ ２４７ ２３６ ２３８

英 国
フ ラ ン ス
ロ シ ア
そ の 他

６１
２７
１４９
８５

５５
２５
１５８
８３

３４
１７
１２１
８５

６３
２０
１１２
５２

３８
１５
１２９
５４

２７
１１
１３６
６４

北

米

小 計 １９４ １６７ １５６ １３０ １１５ １０９

米 国
カ ナ ダ

１６１
３３

１３５
３２

１３１
２５

１０７
２３

８９
２６

７９
３０

中

南

米

小 計 ９３７ ８６０ ７５０ ７２９ ９０３１，０２０

ブ ラ ジ ル
ペ ル ー
そ の 他

３０１
４７０
１６６

３１８
３８６
１５６

３０４
３１０
１３６

３４７
２６４
１１８

５３６
２５５
１１２

６５８
２６３
９９

ア
フ
リ
カ

小 計 ４９ ３６ ４３ ４６ ４６ ４０

ナイジェリア
そ の 他

２１
２８

５
３１

１５
２８

２０
２６

２５
２１

９
３１

オセアニア州 ５９ ５８ ５７ ４１ ３９ ４１

無国籍・国籍不明 １ ４ ０ １ ０ １

－２４１－



（件）  　　�
1,000～　  �
  490～999　  �
  250～489�
    20～249�
　    ～  19
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図７ー２　来日外国人特別法犯送致状況（平成元～11年）�
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エ 来日外国人による特別法犯

１１年中の来日外国人による特別法犯の送致状況は，図７－２のとおりである。２年ころか

ら急激に増加し，その後若干上下しているものの，１１年中の送致件数は９，２６３件（前年比８２７

件（８．２％）減），送致人員は７，４７３人（５６３人（７．０％）減）であり，元年に比べ件数で約４．２

倍，人員で約４．６倍となっている。

オ 来日外国人による薬物事犯

１１年中の来日外国人による薬物事犯の検挙件数は１，０３９件（前年比２５４件（１９．６％）減），

検挙人員７５４人（１１９人（１３．６％）減）とそれぞれ減少している。国籍別にみると，依然とし

てイラン人の占める割合が高い（第２章第３節２（１）参照）。
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（２） 我が国における国際犯罪組織の活動状況

近年，外国に本拠を置く国際犯罪組織の我が国への進出が顕著である。特に国際的な密航

請負組織である「蛇頭」が暗躍しており，中国人による集団密航のほとんどに関与している。

また，香港の国際犯罪組織「香港三合会」の構成員による凶悪事件も発生している。

他方，国内に根付いた不法滞在者等が犯罪グループを形成し，犯罪組織化の傾向を強めて

おり，特に中国人犯罪グループによる身の代金目的誘拐事件，広域多額窃盗事件，ブラジル

人犯罪グループによる広域車上ねらい事件，イラン人密売組織による薬物事犯等悪質かつ組

織性の高い犯罪が目立っている。

これら外国に本拠を置く国際犯罪組織と国内に根付いた犯罪グループは，我が国国内の地

理に不案内であることや盗品の国内外での処分が困難であることなどの理由から互いに協力

するなど，両者が連携して犯罪を引き起こしているものもみられる。

そのほか，暴力団員等日本人と結び付いて犯罪を引き起こしている事例もみられる。

ア 外国に本拠を置く国際犯罪組織

近年，外国に本拠を置く国際犯罪組織の活動が全国的にみられるようになった。

現在，我が国に進出しているとみられる国際犯罪組織と主な検挙事例を挙げれば，次のよ

うなものがある。

（ア） 蛇頭

中国での密航者の勧誘，引率，搬送，船舶や偽造旅券の調達，日本での密航者の受入れ，

隠匿等を行う「蛇頭」と呼ばれる犯罪組織は，我が国に不法滞在している中国人を集めて，

受入れ組織を構築するなど，広域的に活動している。また，一部には「蛇頭」と暴力団等が

連携した事件もみられた。「蛇頭」は，また，密航請負料の取立てをめぐり，殺人，誘拐等

の凶悪事件を引き起こしている。さらに，「蛇頭」は在日中国人や日本人から刃物等を使用

し現金を強奪し，傷害を負わせるなどの事件も引き起こしている。

［事例］１１年６月，「蛇頭」構成員である中国人の男（２６）ら２人は，東京都文京区内の
けい

ラーメン店事務所に押し入り，日本人女性に対して暴行を加え，頭頸部に重傷を負わせ

たほか，日本人男性に対して催涙ガスを噴射して逃走，さらに，追い掛けてきた同男性

の左胸等をサバイバルナイフで刺し，傷害を負わせた。８月，強盗致傷罪で検挙した（警

視庁）。

（イ） 香港三合会

「香港三合会」とは，中国の伝統的秘密結社を源流とする香港の犯罪組織の総称であり，

「和勝和」，「新義安」，「１４Ｋ」等１５～２０の組織が活発に活動している。

我が国においては，貴金属店における強盗・窃盗事件や広域にわたる偽造クレジットカー

ド使用詐欺事件等の犯罪を引き起こしている。
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（ウ） 韓国人すりグループ

韓国人によるすりは，４，５人がグループを組んで短期滞在の在留資格等により短期間滞

在して広域にわたりすりを行うものであり，犯行が発覚すると，刃物や催涙スプレー等を用

いて警察官や被害者に抵抗し，逮捕を免れようとするところに特徴がある。

［事例］１１年５月，すりが増加していたことから，特別な捜査体制をとり，警戒中のとこ

ろ，捜査員が駅構内において不審な行動をする韓国人の男４人を発見，電車内において

被害者を取り囲み，被害者が着用している背広内ポケットをカミソリで切り裂き，財布

を取ろうとしたので，４人を窃盗（すり）未遂罪で検挙した（警視庁）。

イ 国内に居住する外国人犯罪者のグループ化

我が国において，不法滞在者等が，より効率的な利益の獲得を目的として，国籍，出身地

等の別によりグループ化し，悪質かつ組織的な犯罪を引き起こしている。

（ア） 中国人犯罪グループ

中国人犯罪グループ間の利権争いを原因とする殺人事件等の凶悪事件のほか，貴金属店，

衣料品店，家電量販店等を対象とする広域窃盗事件，変造通貨を利用した自動販売機荒し事

件，集団すり事件，ピッキングによる空き巣ねらい事件等が検挙されている。

［事例］ 不法入国していた中国人の男３人と日本人の男１人は，関東一円と新潟県，石川

県等で変造５００ウォン硬貨を使用して自動販売機から現金を窃取する犯行を重ねてお

り，１１年６月までに，４人を窃盗罪で検挙し，使用車両から変造５００ウォン硬貨約２，０００

枚を押収した（富山）。

（イ） ブラジル人犯罪グループ

ブラジル人による犯罪は，全国的に増加傾向にあり，日系ブラジル人グループによる広域

にわたる自動車盗，侵入盗等の窃盗事件や凶器を使用しての強盗事件が検挙されている。

［事例］ 日系ブラジル人の男（２５）ら５人は，１１年９月，日系ブラジル人の男女３人を駐

車中の車内から引きずり出し，バットで殴打する等の暴行を加えて現金を強取し，うち

２人に重傷を負わせた。同月，強盗致傷罪で検挙した（長野）。

（ウ） イラン人薬物密売組織

イラン人密売組織による薬物密売事犯は，街頭での無差別密売が影を潜めて活動が潜在化

しており，メモ，携帯電話等を利用して巧妙に密売を行う事例が増加している（第２章第３

節２（１）エ参照）。

［事例］１１年１月，密売場所，使用車両及び密売担当者を次々と変え，携帯電話を巧妙に

利用して複数回密売していたイラン人（３１）ら２人を覚せい剤取締法違反（営利目的所

持等）で検挙するとともに，覚せい剤約２２０グラム，大麻樹脂約７０グラム，乾燥大麻約１８

グラム，あへん約６グラムのほか，密売代金とみられる現金約１，６００万円等を押収した（岐
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阜，滋賀）。

ウ 外国人犯罪グループによる「地下銀行」及びマネー・ローンダリング

依頼者の金をその本人に代わって国外に不正に送金する業務を行う「地下銀行」が摘発さ

れている。その態様は，我が国に不法滞在する外国人が，旅券等による本人確認を求められ

る正規の海外送金システムを避け，「地下銀行」を利用し，不法就労で得た収益や犯罪によ

って得た不法収益等を本国へ送金していたものであった。

［事例］ 不法滞在の中国人から集めた金を中国に送金する「地下銀行」を営んでいたとし

て，偽造有印公文書行使等で既に検挙済みの中国人留学生ら４人を，１１年５月，銀行法

違反（無免許営業）で検挙した。同人らは，１０年１月から１１年２月までの間に，中国人

ら２４人から４７回にわたり合計約２，６００万円を受領し，中国国内に送金していた。なお，推

計によると，この地下銀行による中国への送金は，約２万人の中国人から依頼されたも

のであり，その額は約３００億円に上るものとみられる（大阪）。

（３） 不法入国・不法滞在者問題

近年の我が国の厳しい経済情勢にもかかわらず，依然として就労を目的として来日する外

国人は多いが，これらの中には，観光等を目的とする在留資格で入国したにもかかわらず就

労をし，また，在留期間の経過後に不法残留をしながら就労するなどの不法就労者（注１）

もいる。これらは，主として，就労の在留資格として出入国管理及び難民認定法（以下「入

管法」という。）に設けられている「興行」，「技術」，「人文知識・国際業務」等以外のい

わゆる単純労働に従事している。

不法就労者の大半は不法滞在者（注２）であるとみられ，これら不法滞在者のうち，法務

省の推計による不法残留者数は，ピーク時の平成５年には３０万人近くに達し，その後徐々に

減少する傾向にあるものの，１２年１月１日現在で２５万１，６９７人と依然として大量の不法残留

者が存在している。

もともと就労目的で来日した不法滞在者の中には，不法就労よりも効率的に利益を得る手

段として犯罪に手を染める者も多く，大量の不法滞在者の存在は来日外国人による犯罪の温

床となっている。

（注１） 不法就労者とは，就労している不法滞在者及び無許可で資格外活動を行っている者をいう。

（注２） 不法滞在者とは，入管法第３条違反の不法入国者，同条第９条違反の不法上陸者及び適法に入国した後，在留

期間を経過して残留している不法残留者をいう。

ア 国籍・地域別の不法残留者及び不法入国者の状況

法務省の推計による不法残留者数を国籍・地域別にみると表７－３のとおりであり，韓国

が６万６９３人（構成比２４．１％）と最も多く，次いでフィリピンの３万６，３７９人（１４．４％），中

国の３万２，８９６人（１３．１％），タイの２万３，５０３人（９．３％）となっている。
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また，１１年中，警察及び海上保安庁が検挙した不法入国者は合計して１，２２１人（前年比２６２

人（１７．７％）増）であり，これを国籍・地域別にみると，中国が１，０４７人と最も多く，次い

でバングラデシュの４６人，韓国の３３人となっている。

イ 集団密航事件

警察及び海上保安庁では，１１年中に，７７０人の集団密航者（注）を検挙した（表７－４）。

国籍別でみると，中国人の占める割合は，全検挙人員の９割強に当たる７０１人に上っている。

「蛇頭」は，我が国に受入れ組織を構築し，広域的に活動しているとみられ（（２）ア（ア）

参照），集団密航事件の発生場所は，１１年中に検挙された事件をみると，２２都道府県に及ん

でいる。このため，警察では，海上及び沿岸部での警戒，海上保安庁，法務省入国管理局等

関係機関との連携，沿岸地域住民への協力要請等により，全国的に水際対策を強化している。

（注） 集団密航者とは，「入国審査官から上陸の許可等を受けないで，又は偽りその他不正の手段により入国審査官か

ら上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人」（入管法）であり，「集合した」とは２人以

上の者が集まっている状態をいう。

また，第１４５回通常国会において，入管法の改正により，不法入国者等が引き続き我が国

に在留する行為を処罰する「不法在留罪」が新設されたこと，同じく，いわゆる組織的犯罪

対策三法が成立し，集団密航を助長する罪が通信傍受の対象犯罪とされ，同罪の犯罪行為に

表７－３ 国籍・地域別の不法残留者数の推移（平成９～１２年）

注： 法務省入国管理局の統計による。

年次
国，地域

９
（１月１日現在）

１０ １１ １２

総 数（人） ２８２，９８６ ２７６，８１０ ２７１，０４８ ２５１，６９７

イ ラ ン １１，３０３ ９，１８６ ７，３０４ ５，８２４

インドネシア ３，７５８ ４，６９２ ４，９３０ ４，９４７

韓 国 ５２，３８７ ５２，１２３ ６２，５７７ ６０，６９３

タ イ ３９，５１３ ３７，０４６ ３０，０６５ ２３，５０３

台 湾 ９，４０９ ９，４３０ ９，４３７ ９，２４３

中 国 ３８，２９６ ３７，５９０ ３４，８００ ３２，８９６

パ キ ス タ ン ５，１５７ ４，６８８ ４，３０７ ３，４１４

バングラデシュ ６，１９７ ５，５８１ ４，９３６ ４，２６３

フ ィ リ ピ ン ４２，５４７ ４２，６０８ ４０，４２０ ３６，３７９

ペ ル ー １２，９４２ １１，６０６ １０，３２０ ９，１５８

マ レ ー シ ア １０，３９０ １０，１４１ ９，９８９ ９，７０１

ミ ャ ン マ ー ５，９００ ５，８２９ ５，４８７ ４，９８６

そ の 他 ４５，１８７ ４６，２９０ ４６，４７６ ４６，６９０
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より得た犯罪収益の隠匿，収受等が処罰の対象とされたことから，これらの法令の適正かつ

効果的な執行に努めることとしている。

一方，密航者の多くが中国人であることにかんがみ，警察は，関係各省庁と合同で中国側

に累次密航防止を申し入れている。１１年は，７月，小渕首相と朱鎔基首相との会談の際，集

団密航等の国際組織犯罪対策における協力について話し合われたほか，８月及び９月の国家

公安委員会委員長と中国公安部長との二度にわたる会談，１２月の日中治安当局間協議等を通

じ，密航問題等における日中警察の緊密な連携について合意された。警察としては，これら

を踏まえ，引き続き中国捜査機関との積極的な情報交換等により，「蛇頭」の摘発等を強力

に推進していくこととしている。

［事例１］１１年２月，神奈川県江ノ島沖合に不審な船を発見した漁業関係者からの通報を

受けて，海上保安庁と連携の上，現場に急行し，海上保安庁が韓国籍漁船で不法入国し

た中国人５３人と同中国人らを不法入国させた韓国人船員３人を入管法違反（不法入国，

集団密航者を本邦に入らせ又は上陸させる罪）で検挙した。その後，同庁との連携捜査

で，１２月までに，同事件に関与した中国人４人，韓国人１人及び暴力団員１人を含む日

本人２人の計７人を，同法違反（集団密航者を収受等する罪の未遂等）で検挙した（神

奈川）。

［事例２］１１年９月，長崎県佐世保市浅子町の沿岸住民からの通報により，同町の海岸か

ら不法入国した中国人４８人と出迎えの暴力団員１人を含む日本人２人を入管法違反（旅

券不携帯，集団密航者を収受等する罪等）で検挙した。また，警備艇を出動させて海上
そく

を捜索した結果，密航者の上陸に利用されたとみられる日本籍漁船２隻を捕捉し，日本

注：１ 警察庁では，従来統計上５人以上で船を仕立てて密航してきた場合及び１０人以上
で貨物船等に潜伏して密航してきた場合を「集団密航事件」としており，表７－４
中の数値もその例によるが，９年の改正入管法の施行以降は，２人以上の密航者に
よる密航を集団密航事件として計上している。

２ 検挙人員の中には，検挙したほう助者は入らない。
３ 警察及び海保による合同捜査は，警察扱い，海保扱いそれぞれの欄に重複して件
数を計上しているが，合計欄では，１合同捜査を１件として計上した。

表７－４ 集団密航事件検挙状況の推移（平成７～１１年）

年 次 警 察 扱 い 海上保安庁扱い 合 計

７ １０件（１９８人） ６件（１２６人） １３件（ ３２４人）

８ １８ （２７０ ） １４ （４０９ ） ２９ （ ６７９ ）

９ ５９ （７６５ ） ３３ （５９５ ） ７３ （１，３６０ ）

１０ ３９ （６９５ ） ４０ （３２８ ） ６４ （１，０２３ ）

１１ ２７ （３８７ ） ２６ （３８３ ） ４４ （ ７７０ ）
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人船長２人を同法違反（集団密航者を輸送する罪）で検挙し，さらに，１１月までに，同

事件に関与した暴力団員１人を含む日本人３人を，同法違反（集団密航者を収受等する

罪等）で検挙した（長崎）。

ウ 不法滞在を助長する文書偽造事件

１１年中も合法的な入国・在留を装うための文書偽造事件が多発し，偽造旅券を使用した不

法入国事件の検挙件数は４０７件で，前年に比べ，１４９件増加した。国籍別では，中国（２４９件），

韓国（３５件），フィリピン（２８件）の順であった。また，日本人配偶者として在留資格を不

正に取得する偽装結婚事件，外国人登録証偽造事件も検挙されている。

エ 雇用関係事犯

就労を目的として入国する外国人の数は，我が国の景気が厳しい情勢であるにもかかわら

ず，依然として高水準にある。その原因の一つとして，外国人労働者を雇用しようとする者

や就労あっせんブローカーの存在が挙げられ，一部暴力団の関与するケースもみられる。外

国人労働者の雇用主の中には，彼らを低賃金で雇用する者がみられ，また，就労あっせんブ

ローカーは，外国人労働者と雇用主との間に介在して不当な利益を得るなどしている。

このため，警察では，入管法に規定するいわゆる不法就労助長罪のほか，職業安定法，労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労

働者派遣法」という。），労働基準法等の雇用関係法令を適用して，外国人の不法就労を助長

する悪質雇用主，暴力団等に対する取締りとともに，ブローカーへの突き上げ捜査，国際協

力及び関係機関との連携の強化により不法就労外国人の供給の遮断を図っている。

最近５年間の外国人労働者に係る雇用関係事犯の法令別検挙状況は，表７－５のとおりで

ある。また，１１年中に検挙した就労あっせんブローカーは４４人（前年比５人増）となってお

り，その中には，外国人ブローカーが日本人ブローカーと結び付いて外国人労働者をあっせ

んするケースがみられる。就労あっせんブローカー４４人のうち外国人ブローカーを国籍・地

域別にみると，韓国１３人，タイ９人，コロンビア２人，その他３人の合計２７人であり，関東

地方を中心に６都県で検挙されている。

また，雇用関係事犯の検挙件数に占める飲食店等で外国人女性をホステスや売春婦等とし

て従事させた事犯の割合は，６２．５％となっている。

［事例］１１年８月，日本の風俗店での稼働を希望するフィリピン人女性約６０人を偽造旅券

等により不法に入国させていたフィリピン在住の就労あっせんブローカーである日本人

の男（５２）を入管法違反（営利目的等不法入国等援助）で検挙した（愛知）。

最近５年間の雇用関係事犯として検挙した事務所，飲食店等に雇用されていた外国人の国

籍・地域別状況は，表７－６のとおりである。
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（４） 女性・児童の性的搾取問題

近年，性的搾取目的での女性・児童の不正取引（トラフィッキング）や児童買春・児童ポ

ルノ事犯等女性・児童の性的搾取問題は，国連において国際的な協力を促進するための国際

文書（議定書）の策定が審議されるなど，国際的にも重要な課題となっている。

我が国においては，短期滞在，興行等の在留資格で入国し，風俗関係事犯に関与する外国

人女性は依然として多く，これら外国人女性は，深夜飲食店等における接待行為，さらに，

売春，わいせつ事犯等にまで関与しており，地域的にも大都市圏以外の地域にまで広がりを

注： （ ）内は，女性を内数で示す。

表７－６ 雇用関係事犯として検挙した事務所等に雇用されていた外国人の国籍・
地域別状況（平成７～１１年）

表７－５ 外国人労働者に係る雇用関係事犯の法令別検挙状況（平成７～１１年）

年次 ７ ８ ９ １０ １１

件数，
人員 件数

（件）
人員
（人）件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

区分

総 数 ３６４ ４７６ ４０４ ５０６ ５１８ ６５０ ５１１ ５６４ ５０４ ５９８

労 働 者 派 遣 法 １６ ２６ ３０ ４０ ２１ １１ ８ ５ ７ ８

職 業 安 定 法 １５ １６ １４ １３ ７ １０ ４ ３ １２ ６

労 働 基 準 法 ７ ２ ４ １ ２ ２ ０ ０ １ １

入管法（不法就労助長罪） ３２６ ４３２ ３５６ ４５２ ４８８ ６２７ ４９９ ５５６ ４８４ ５８３

年次
国，地域 ７ ８ ９ １０ １１

総 数 （人） １，３３４（５８８） １，４４０（６０３） １，７８７（９８２） １，９４７（１，１４７） １，６２８（１，１４９）

イ ラ ン ８６（ ０） １０３（ ０） ４０（ １） ４９（ ４９） ２７（ ０）

韓 国 ９５（３７） １９８（１４８） ２５７（２１３） ５１８（ ４１３） ６６９（ ５６７）

スリランカ ４（ ０） １６（ ０） １１（ ０） ４１（ ０） ２５（ ０）

タ イ ３２０（１５２） ２８２（１５９） ３７５（２６５） ２３９（ ６２） ２６６（ ２０６）

台 湾 ２８（２６） １３（１１） ４１（３４） ３３（ ３１） １６（ １５）

中 国 ９０（２０） ８９（５７） ３２０（９３） ２０９（ １２１） １８９（ １３５）

パキスタン ２１（ ０） １６（ １） ２４（ １） ３２（ ６） ７（ ０）

バングラデシュ ２４（ ０） ４１（４１） ５７（ ０） １９（ ０） ７（ ０）

フィリピン ２６８（２０４） ２１０（１００） ３１３（２３４） ４８６（ ３１３） ２０９（ １６５）

ブ ラ ジ ル ６６（２３） ７１（ ４） ３３（２３） ６（ ３） １（ ０）

ペ ル ー １４６（３５） １４０（２６） ４０（ ８） ３２（ ７） ２４（ ２）

マレーシア ４０（１４） １２（ １） ３２（ ３） ５０（ １７） １７（ ２）

そ の 他 １４６（７７） ２４９（５５） ２４４（１０７） ２３３（ ２５） １７１（ ５７）
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みせている。

１１年中に風俗関係事犯において被疑者又は参考人として取り扱った外国人女性は１，４３７人

である。国籍・地域別では，韓国が６１７人と最も多いほか，タイ，フィリピン等東南アジア

諸国の女性が依然として多い（表７－７）。

このような風俗関係事犯に関与する外国人女性で，風俗営業，性風俗特殊営業，酒類提供

飲食店営業等に従事する者の中には，現地のブローカー及びこれと結び付いた国内のブロー

カーにだまされて我が国に連れてこられ，ブローカーや経営者等に入国費用等の名目で多額

の借金を背負わされた上，旅券を取り上げられ，売春を強要され，また，賃金を搾取される

などの被害に遭う事案が目立っていることから，背後組織の摘発に重点を指向した取締りを

強化している。

［事例］１１年２月，コロンビア人女性を国内のストリップ劇場等に踊り子，売春婦等とし

てあっせんしていた供給ブローカーである日本人の男（３０）を入管法違反（不法就労助

長）で検挙するとともに，同コロンビア人女性を日本に供給していたブローカー，売春

クラブ経営者ら１０７人を売春防止法違反等で検挙し，コロンビア人女性に係る人身売買組

織の実態を解明した（警視庁，埼玉）。

また，日本人による海外での児童買春行為や，我が国から発信される児童ポルノのインタ
はん

ーネット上での氾濫が，国際会議や海外の報道機関で取り上げられるなど国際的に批判を受

けている。

いわゆる児童買春・児童ポルノ法には，外国における日本人の児童買春やインターネット

等による児童ポルノの頒布等を処罰する内容が盛り込まれており，海外の捜査機関等との連

携を更に強化して積極的な取締りを推進している（第２章第２節２（３）参照）。

［事例］１１年１１月，ＩＣＰＯを通じてドイツ国家警察から捜査情報の提供を受けるなどし

表７－７ 風俗関係事犯において被疑者又は参考人として取り扱った外国人女性の国
籍・地域別状況（平成７～１１年）

年次
国，地域 ７ ８ ９ １０ １１

総 数（人） １，１３３ ９３４ １，４２５ １，５２２ １，４３７

韓 国 ６２ １８９ ２４３ ４９７ ６１７

コ ロ ン ビ ア １９０ １５５ ２２４ １４２ ９４

タ イ ５７１ ３１６ ４５２ ３４２ ３３１

台 湾 ８１ ９９ １３９ １２８ ６３

フ ィ リ ピ ン １６６ ８９ ２２５ ２２７ ９１

そ の 他 ６３ ８６ １４２ １８６ ２４１

第７章 国際化社会と警察活動
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た結果，インターネットを利用して児童ポルノ画像を多数のインターネット利用者に閲

覧させていた無職の男（３８）を，いわゆる児童買春・児童ポルノ法違反で検挙した（神

奈川）。

（５） 銃器・薬物の密輸入

ア 銃器の密輸入

平成１１年中に押収されたけん銃１，００１丁のうち真正けん銃は８３７丁（８３．６％）で，そのほと

んどが外国製であり，海外から密輸入されたものであると考えられる。１１年中に密輸入事件

で押収したけん銃の仕出国をみると，従来のフィリピン，米国に，トルコ，ブラジル等が加

わり多様化している。

密輸入の手口としては，従来からある貨物船等による持込みに加え，最近は，航空携帯荷

物への隠匿や国際航空小包郵便を利用した持込み等もみられる。

警察では，銃器の密輸入を阻止するため，関係機関，外国捜査機関等との捜査協力を強化

し，密輸入を敢行するおそれのある密輸・密売組織やガンマニア等の実態解明及び検挙を推

進している（第２章第３節１参照）。

イ 薬物の密輸入

我が国で乱用されている覚せい剤等の薬物のほとんどは，国際的な薬物犯罪組織と暴力団

の関与の下に海外から密輸入されている。１１年中の薬物の密輸入に係る大量押収事件（一度

に１キログラム（コカインは５００グラム）以上を押収した事件をいう。）は８８件で，前年に比

べ３０件（５１．７％）大幅に増加した。このうち仕出国（積出地）が明らかな大量押収事件は６７

件で，これらの事件における主な仕出国を薬物の種類別にみると，覚せい剤は中国，北朝鮮，

乾燥大麻はフィリピン，タイ，大麻樹脂はタイ，オランダ，コカインはメキシコ，ブラジル，

あへんはロシア，シンガポールとなっている。

密輸入の手口としては，船舶貨物，航空貨物等への偽装隠匿や身体への巻き付け，手荷物

等への隠匿が目立っている。

薬物の流入を阻止するため，警察では，関係機関との連携による水際対策の強化，関係諸

国の取締り機関との協力関係の緊密化等，薬物の密輸・密売組織の壊滅に向けた強力な取締

りを推進しており，特に１１年中は，大型の覚せい剤密輸入事件を相次いで摘発し，覚せい剤

の年間押収量が過去最高を記録した（第２章第３節２（１）参照）。

（６） 被疑者の国外逃亡事案等

平成１１年末現在の国外逃亡被疑者は４６０人と，過去１０年間で最も多い。警察では，被疑者

が国外に逃亡するおそれがある場合は，港や空港に手配するなどしてその出国前の検挙に努

めており，出国した場合でも，関係国の捜査機関等の協力を得ながら，被疑者の所在確認に

努めている。また，国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）に対し，国際手配書の発行を請求するな

－２５１－



どしている。

日本人の逃亡被疑者が発見されたときは，逃亡犯罪人引渡に関する条約又は相手国の国内

法に基づく国外退去処分等により，その者の身柄の引取りを行っている（第１章第２節４

（４）ア（イ）参照）。

２ 国際化社会への対応

（１） 国際捜査力の強化

ア 総合的取組み体制の確立

近年急増している来日外国人犯罪の捜査については，外国語の問題を始めとして日本人に

よる犯罪の捜査とは種々異なる点が認められるところである。また，来日外国人犯罪者は同

一の個人又はグループで多種多様な犯罪を引き起こしていることから，同時に多方面にわた

る専門捜査員が共同して捜査に当たる必要がある。

警察では，組織の総力を挙げて来日外国人犯罪対策を推進するため，平成１１年５月に警察

庁に「国際化対策委員会」を設置し，各都道府県警察にも同様の組織を置いて，犯罪対策の

ほか来日外国人に係る防犯，保護等の諸対策を総合的に推進している。

イ 国際捜査官の育成と通訳体制の整備

警察庁では，警察大学校国際捜査研修所において，国際捜査に関する実務研修，北京語，

韓国語等アジア諸国の言語を中心とした語学教育，海外研修等を実施している。１１年中に

は，警察庁から米国等に計５２人の青年警察官を派遣したほか，計３０人の国際捜査官を韓国，

メキシコ等に派遣した。また，都道府県警察においても，国際捜査に従事する捜査員に対す

る教育や，通訳担当者も参加する実務的な語学研修等を実施するとともに，６年度からは，

国際捜査研修所におけるセミナー実施状況

第７章 国際化社会と警察活動
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特に高い語学能力を備えた者を国際犯罪捜査官として特別に採用を開始し，国際捜査力の確

保に努めている。

警察では，来日外国人被疑者の取調べにおける通訳の一部を部外の通訳人に依頼して対応

しているところであるが，これらの部外通訳人に対しては，刑事手続等の理解が深められる

よう，「通訳ハンドブック」等を配布するほか，各種研修会等を開催している。通訳人の運

用に当たっては，夜間等に突発的に発生する事件に迅速に対応するなどの必要があるため，

都道府県警察及び管区警察局に通訳センターを設置するなどして，その体制の整備に努めて

いる。

なお，被疑者に対しては，刑事手続の流れ等について各国語の対訳を作成し，適宜提示し

ながら通訳人を介して説明するなど，その権利内容等の理解の徹底を図っている（第１章第

２節４（４）イ（ア）参照）。

（２） 国際捜査協力の強化

ア 外国捜査機関との協力

国際犯罪の増加に伴って，外国捜査機関に対する各種照会や証拠資料の収集の依頼等が一

層重要になっている。そのため，警察庁では，ＩＣＰＯルートや外交ルート等により外国捜

査機関との情報交換を始めとした相互協力を実施している（第１章第２節４（４）イ（イ）

参照）。

イ 国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ－Interpol）との協力

ＩＣＰＯは，国際犯罪捜査に関する情報交換，犯人逮捕と引渡しに関する円滑な協力の確

保等の国際的な捜査協力を迅速かつ的確に行うための，各国の警察機関を構成員とする国際

的な機関であり，１９９９年（平成１１年）末現在，１７８か国・領域（注）が加盟している。

（注） アルバ及びオランダ領アンチルの２領域。

ＩＣＰＯの活動は，国際犯罪に関する情報の収集や交換のほか，逃亡犯罪人の所在確認や

身柄の確保を求める国際手配書の発行，各種国際会議の開催等多岐にわたっている。また，

犯罪情報システムや通信網の拡充を図るとともに加盟国の国家中央事務局（ＮＣＢ）に対し

て，２４時間体制を確保するよう要請し，情報連絡網の体制整備に努めている。

警察庁は，ＩＣＰＯの国家中央事務局として捜査協力を積極的に実施するとともに，事務

総局への警察職員の派遣，分担金の拠出，通信技術の提供等，ＩＣＰＯに対する各種貢献を

積極的に行っている。

また，１９９６年（平成８年）第６５回総会（トルコ）において警察庁国際部長が第１５代総裁（任

期４年）に選出され，文字どおりＩＣＰＯの代表としてＩＣＰＯ総会を主催し，長期的方針，

予算の決定における調整を行うなど運営をリードしている。
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図７－３　ICPO組織の概要�
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ウ 国際社会における国際犯罪対策への取組み

国境を越えて引き起こされる国際犯罪に対抗するためには，国際的な捜査協力が不可欠で

あることから，近年，サミット等の国際協議の場でも国際犯罪対策が重要なテーマとなって

いる。

（ア） サミット等における取組み

ａ これまでの取組み

１９９５年（平成７年）に開催されたハリファクス・サミットにおいて設置が決定された「国

際組織犯罪対策上級専門家会合（リヨン・グループ）」は，国際組織犯罪対策のための国際

協力の枠組みづくりを進めており，現在までに「国際組織犯罪と闘うための４０の勧告」を策

定したほか，ハイテク犯罪を始めとする各種犯罪分野において刑事法制や法執行協力の在り

方等について検討を進めている。

１９９９年（平成１１年）６月に開催されたケルン・サミットにおいては，８か国共同による「コ

ミュニケ」において，国際組織犯罪が世界中の政治，金融及び社会の安定に与える脅威と闘

う決意が示され，引き続き国際協力を進めていくこととされた。

また，１０月には，モスクワにおいて国際組織犯罪対策Ｇ８閣僚級会合が開催され，我が国

からは，国家公安委員会委員長及び法務大臣が参加し，国際組織犯罪の資金的側面からの対

策，ハイテク犯罪対策等について議論が行われた。

第７章 国際化社会と警察活動
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ｂ 九州・沖縄サミットにおける取組み

２０００年（平成１２年）７月に開催された九州・沖縄サミットにおいて，国際犯罪及び薬物問

題が首脳会合の議題として取り上げられた。特に，ハイテク犯罪がグローバル社会の安全性

と信頼性に対して深刻な脅威となっているとの認識の下，各国首脳は，ハッキングやコンピ

ュータ・ウィルスへの対策の必要性を強調するとともに，産業界との対話の促進を呼び掛

け，２００１年（１３年）中に，我が国においてパリ会議に続く２回目の産業界とのハイレベル会

合を開催することを合意した。また，国連国際組織犯罪条約及び銃器，不法移民，人の密輸

議定書について，２０００年（１２年）中に採択することを確認した。薬物については，覚せい剤

の問題について，サミット文書として初めて特記したほか，専門家会合の開催を始め，国連

と協調しつつＧ８間協力を進めていくことが合意された。マネー・ローンダリングについて

は，ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）が策定・公表したマネー・ローンダリング対策に非協力

的な１５か国・地域への対策を支持することが表明された。さらに，腐敗・汚職問題について，

新たな国連文書の交渉開始に触れつつ，リヨン・グループにおいて，この問題について作業

を進めることが指示された。その他，国際組織犯罪と闘う枠組みにおける「抜け穴」を作ら

ないよう，途上国の刑事司法制度の強化を支援する必要性が示されるとともに，犯罪被害者

対策の重要性について初めて言及された。

（イ） 国際連合における国際組織犯罪条約策定への取組み

１９９４年（平成６年）１１月にイタリアのナポリにおける国際組織犯罪世界閣僚会議で採択さ

れた「ナポリ政治宣言及び世界行動計画」において，各国の法制度の相違等による困難を克

服しつつ，国際組織犯罪に対し効果的に対処できるよう，締約国間の協力を促進することを

目的とした国連国際組織犯罪条約の検討が提唱された。これをきっかけとして，１９９８年（１０

年）１２月，国連総会において，本条約の策定の討議と人の密輸（女性・児童等の不正取引

等），銃器の密造・不正取引，不法移民（密入国の助長等）の三つの分野に関する本条約を

補足するための国際文書（議定書）の策定の討議を目的とした政府間特別委員会の設立が決

議された。

政府間特別委員会は，９１か国，２３国際機関，１８ＮＧＯ及び４専門機関の参加を得て，１９９９

年（平成１１年）１月，ウィーンにおいて第１回会合が開催され，２０００年（１２年）７月末現在

までに１０回の会合が開催されている。

なお，我が国は，同委員会の副議長国（９か国）のうちの一つに選出されており，これら

の条約が実効あるものとなるよう積極的にその審議に参加している。警察庁職員も我が国代

表団に参加し，銃器議定書に関し，その方向性を示したり，各国間の調整を行うなどの貢献

を果たしている。
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（ウ） 金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）等における国際的マネー・ローンダリング対策

ａ ＦＡＴＦにおける活動

ＦＡＴＦは，１９８９年（平成元年）のアルシュ・サミットで設置が決定されたマネー・ロー

ンダリング対策に関する国際協力を推進するための国際フォーラムである。現在，マネー・

ローンダリングに対する包括的な諸対策を示した「４０の勧告」を世界全体に広めていくとと

もに，マネー・ローンダリングの規制の「抜け穴」を塞ぐため，金融機関に対する規制が不

十分で国際的な司法・捜査協力に非協力的な１５の国・地域（注）を特定し，金融機関がこれ

らの国・地域からの個人，企業，金融機関との取引について特別の注意を払うよう勧告した。

（注） バハマ，ケイマン諸島，クック諸島，ドミニカ，イスラエル，レバノン，リヒテンシュタイン，マーシャル諸島，

ナウル，ニウエ，パナマ，フィリピン，ロシア，セントクリストファーネヴィス，セントビンセント・グレナディ

ーン

ｂ エグモント・グループの活動

マネー・ローンダリングを探知するためには，金融機関が認知した疑わしい取引の情報を

効果的に収集するとともに，国際的な情報交換を行うネットワークを構築することが重要で

ある。このため，疑わしい取引情報を一元的に収集，分析して捜査機関に提供するＦＩＵ

（Financial Intelligence Unit）と呼ばれる政府機関が１９９０年代に入って各国で相次いで設立

され，１９９５年（平成７年），ベルギーのエグモント宮殿でＦＩＵ機能を持った各国機関や法

執行機関等が非公式に会合を開催した。この会合はその後毎年開催されており，エグモント

・グループと呼ばれている。

我が国においては，平成１１年８月にＦＩＵ機能を金融監督庁に付与するための組織的な犯

罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律が成立し，１２年２月１日に施行され，同日，同

庁に特定金融情報室が設立された。

ｃ アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ（ＡＰＧ）の活動

アジア・太平洋地域においては，１９９７年（平成９年）タイで開催されたＦＡＴＦ第４回ア

ジア・太平洋マネー・ローンダリングシンポジウムで，ＡＰＧの設置が決定された。我が国

もその参加国の一つとして，１９９８年（１０年）の第１回ＡＰＧ年次総会を始め，１９９９年（１１年）

にはＡＰＧ犯罪類型分析専門家会合を東京において開催するなど，地域対策に積極的に貢献

している。

エ アジア諸国との地域的連携の強化

我が国において活動する国際犯罪組織は，アジアの国々の中に本拠を置くものが多く，そ

の実態解明と検挙の推進には，関係各国による共同の取組みが必要である。国際組織犯罪対

策は，自国の治安問題のみならず，国際社会に対する責務でもあるという国際社会における

共通認識の下で，アジアにおける国際犯罪組織の最大の活動の場の一つである我が国も，応
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分の責任を負担し，アジアにおける国際犯罪対策の推進に貢献しているところである。

来日外国人犯罪（刑法犯）検挙人員の約４割を占める中国との間においては，平成１１年７

月の小渕首相訪中の際の首脳会談，８月及び９月の閣僚級会談に続いて，１２月，北京におい

て日中治安当局間協議第１回会合が開催された。我が国からは警察庁のほか外務省，法務省，

海上保安庁，大蔵省及び厚生省が参加し，両国間で密航，薬物，銃器問題，その他の組織犯

罪について協議され，捜査協力の強化，犯罪の防止・抑止のための活動の推進，技術協力・

交流の促進，情報交換ネットワークの強化，国際的な場における両国間の協力の５項目につ

いて合意した。１１年中に警察職員が出席した主な国際会議は，表７－８のとおりである。

（３） 来日外国人に対する施策の総合的推進

ア 来日外国人の生活の安全を確保するための活動

来日外国人は，生活習慣の相違等から，地域住民とのコミュニケーションが希薄になりや

すく，地域の安全に関する情報を入手し難い立場に置かれている。警察では，来日外国人向

けの防犯教室の開催，外国語の防犯パンフレットの配布等により，生活の安全に関するアド

バイスを実施しているほか，来日外国人のための相談窓口を設置し，日常生活における不安

の解消に努めている。このほか，来日外国人を雇用し，又は研修生として受け入れている企

業等が各地で結成している連絡協議会と連携して，外国人従業員・研修生に対し，事件事故

等の被害に遭わないためのアドバイスを行うなど各種保護活動を展開している。

［事例］ 徳島県警察では，１１年５月，徳島大学国際交流会館において外国人留学生ら（中

国，韓国，マレーシア等）に対し，「地域安全フォーラム」を開催し，日常生活上の諸

注意，ビデオ上映，１１０番通報訓練等を行った（徳島）。

イ 関係行政機関及び地域住民との連携

来日外国人問題は，総合的な観点からの対策を必要とする問題であり，各関係行政機関や

地域住民との連携が不可欠である。

警察では，法務省，労働省，地方公共団体等の関係機関・団体との情報交換を積極的に行

い，行政全体として総合的な対策が講じられるように様々な形で働き掛けを行っている。平

成１１年３月には，警察庁，法務省及び労働省の担当局長によって構成される「不法就労外国

人対策等関係局長連絡会議」が開催され，不法就労等外国人問題対策について，緊密な情報

交換，合同摘発の強化等に取り組むことを合意し，これに基づき，入国管理局との合同摘発

及び労働基準監督機関による強制捜査との連携強化を図っている。

また，６月には，政府の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせて「来日外国人犯罪対策

及び不法滞在・不法就労防止のための活動強化月間」を実施した。

さらに，都道府県警察では，漁協関係者等との海上合同パトロールを実施するなど，各種

協議会等を通じた地域住民との協力活動を推進している。
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表７－８ 警察職員が出席した主な国際会議（平成１１年）

月 日 会 議 名

１．１３～１５
１．１８～２４
１．３１～２．３
２．８～１１
２．８～１１
２．２２～２４
２．２５～２６
３．２～３
３．８～１０
３．８～１２
３．１５～１７
３．１８～２５
３．２５～２６
４．２０～２２
４．２６～２７
４．２６～２８
４．２７～５．６
４．２８～５．３
５．１８～２１
５．１８～２１
５．２６～２８
６．２～３
６．７～９
６．２１～２２
６．２２～２４
６．３０～７．２
７．５～９
７．７～８
７．１２～１３
８．４～６
８．１７～２０
９．６～８
９．７～８
９．８～１０
９．８～１０
９．１４～１６
９．２０～２３
９．２８～２９
９．２８～３０
９．２９～１０．１
９．３０～１０．１
１０．４～７
１０．４～１５
１０．１８～２０
１０．１９～２１
１１．８～１２
１１．１５～１７
１１．１８～１９
１１．２３～２５
１１．２４～２６
１１．３０～１２．２
１２．６～１７
１２．７～９
１２．１３～１４

Ｇ８国際組織犯罪対策上級専門家会合（ドイツ）
国連国際組織犯罪条約特別委員会第１回会合（オーストリア）
１９９９アジア薬物対策東京会議（東京）
Ｇ８ハイテク犯罪サブグループ会合（米国）
ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）全体会合（フランス）
日米ＭＬＡＴ協議（米国）
国際腐敗防止会議（米国）
ＡＰＧ（アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ）タイポロジー会合（東京）
第２９回ＩＣＰＯ情報技術に関する常設委員会（フランス）
国連国際組織犯罪条約特別委員会第２回会合（オーストリア）
Ｇ８国際組織犯罪対策上級専門家会合（ドイツ）
国連麻薬委員会（オーストリア）
金融犯罪に関するＧ７蔵相作業部会（ドイツ）
第１３回ＩＣＰＯ未成年者に対する犯罪に関する常設作業部会（フランス）
第１９回アセアナポール会議（ベトナム）
Ｇ８支払カード犯罪作業部会会合（イタリア）
第８回国連犯罪防止刑事司法委員会（オーストリア）
国連国際組織犯罪条約特別委員会第３回会合（オーストリア）
Ｇ８ハイテク犯罪サブグループ会合（フランス）
１９９３年薬物規制に関する覚書締結国閣僚級会議（ラオス）
エグモント・グループ総会（スロバキア）
ＩＣＰＯ第１８回通貨偽造に関するヨーロッパ会合（フランス）
Ｇ８人の密輸サブグループ会合（イタリア）
ＩＣＰＯ不法移民作業部会第１回会合（フランス）
安全な学校のためのイニシアチブ第１回国際フォーラム（韓国）
ＦＡＴＦ全体会合（東京）
国連国際組織犯罪条約特別委員会第４回会合（オーストリア）
第１回環境犯罪プロジェクト会合（イタリア）
Ｇ８閣僚会議準備会合（ロシア）
ＡＰＧ第２回年次総会（フィリピン）
第１５回環太平洋地域税関会議（米国）
銃器議定書に関する技術会合（ノルウェー）
ＩＣＰＯ第１１回詐欺に関する国際シンポジウム（フランス）
Ｇ８支払カード犯罪作業部会会合（イタリア）
Ｇ８ハイテク犯罪サブグループ会合（ドイツ）
国際コンピュータ犯罪会議（米国）
ＦＡＴＦ全体会合（ポルトガル）
第３０回ＩＣＰＯ情報技術に関する常設委員会（フランス）
「インターネット上の児童ポルノとたたかう」国際会議（オーストリア）
アジア・太平洋地域における腐敗防止に係るワークショップ（フィリピン）
銃器の刻印に関するワークショップ（イタリア）
Ｇ８ハイテク犯罪サブグループ国際法執行トレーニング会合（英国）
国連国際組織犯罪条約特別委員会第５回会合（オーストリア）
Ｇ８国際組織犯罪対策内務司法閣僚級会合（ロシア）
第１４回ＩＣＰＯ未成年者に対する犯罪に関する常設作業部会（フランス）
第６８回ＩＣＰＯ総会（韓国）
Ｇ８国際組織犯罪対策上級専門家会合（ドイツ）
ＦＡＴＦタイポロジー会合（米国）
Ｇ８支払カード犯罪プロジェクト会合（米国）
第１回ＩＣＰＯ・ＤＮＡ担当者会議（フランス）
ＩＣＰＯ銃器・爆発物データベースに関するワークショップ（クロアチア）
国連国際組織犯罪条約特別委員会第６回会合（オーストリア）
第２３回アジア・太平洋地域薬物取締機関長会議（タイ）
日中治安当局間協議第１回会合（中国）
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（４） 海外における邦人の安全対策

近年，世界各地で宗教問題や民族問題等を背景としたテロが多発しているが，我が国企業

の海外展開の広がり及び海外旅行の増加に伴い，海外駐在員，邦人観光客等がテロ行為の被

害に遭う危険性が高まっている。１９９９年（平成１１年）には，キルギスにおける誘拐事件，タ

イのミャンマー大使館における人質立てこもり事件，スリランカにおける爆弾テロ事件，イ

ンド上空におけるハイジャック事件等，海外において邦人が巻き込まれる国際テロ事件が発

生した。

こうした情勢を踏まえ，警察庁は，各国治安機関との連携を密にして，世界各国のテロ情

勢等治安に関する情報交換を行い，その分析結果を随時外務省に提供して邦人の海外におけ

る安全対策に貢献している。

特に，キルギスにおける誘拐事件に際しては，「在ペルー日本国大使公邸占拠事件」の経

験を踏まえ，解決に向けて関係機関と連携し，各国治安機関からの情報収集を積極的に行っ

た。

また，（財）公共政策調査会が平成１１年７月にニューヨークで開催した「第７回海外安全

対策会議」には，担当官を講師として派遣して，国際テロの発生状況，世界各国のテロ組織，

新たなテロの動向等について講演を行った。同会議では，邦人企業等関係者が多数参加し，

活発な質疑応答が行われ，在外邦人の安全対策への関心の高さがうかがわれた。

３ 国際協力への取組み

（１） 外国警察に対する技術協力

ア 警察活動に関するセミナー等の実施

平成１１年中に警察が独自に又はＪＩＣＡとの共催により実施した主なセミナーは，表７－

９のとおりである。特に，６月に開催した「銃器管理セミナー」の中で，現在国連で起草中

の国連国際組織犯罪条約の補足文書である銃器議定書草案の主な内容の周知を図るととも

に，同条約及び議定書の早期採択に理解を求めた。

また，１１月には「アジア地域組織犯罪対策セミナー」を開催し，我が国の組織犯罪に関す

る取締り技術等を紹介するとともに，８月に制定されたいわゆる組織的犯罪対策三法の概要

を説明した。

イ 専門家の派遣

１１年中には，表７－１０のとおり，ＪＩＣＡからの依頼により鑑識専門家をフィリピン，カ

ンボジア，パキスタン等に派遣し，指紋鑑識や写真鑑識等の技術指導を実施したほか，交番

制度，緊急通報システムに関する専門家を東南アジアだけでなく中南米等にも派遣し，技術

協力を推進した。このほか，地球規模の問題として援助の必要性の高まっている薬物対策の
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表７－９ 警察が開催した主な国際セミナー・研修（平成１１年）

月 日 内 容

１．１７～２．７

１．２５～２．１４

２．７～２．２１

２．１５～２．２０

２．２４～３．１４

３．８～３．３１

４．４～４．３０

６．７～７．２

６．９～６．１０

８．２８～９．１１

９．１９～１０．３

１０．１３～１０．２７

１０．１３～１１．２

１０．１９～１０．２７

１１．３０～１２．３

１１．２５～１２．１２

東欧上級警察幹部セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，東欧諸国８か国の上級警察幹部９人を招き，我が国の警
察制度，捜査手続，組織犯罪対策等について研修を行った。
国際捜査共助セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，アジア・オセアニア・アフリカ地域の１４か国１４人の警察
幹部を招き，警察活動における情報通信技術の活用について講義，実習及び討論を
行った。
国際テロ事件捜査セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，１４か国１６人を招き，国際テロ対策等についての講義・討
論を行った。
生活安全システムの構築に関する国際会議
アジア地域等の１０か国１９人を招き，交番・駐在所制度及び通信指令システムに関し
ての講義，交番・通信司令室等の視察，各国の具体的な交番制度導入に向けた会議を
行った。
カンボジア警察行政セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，カンボジアの上級警察幹部１０人を招き，我が国の警察制
度，刑事手続，管理運営手法等について研修を行った。
タイ警察職員カウンターパート研修
ＪＩＣＡとの共催により，タイの警察職員２人を招き，通信指令システムの効果的
な運用方法等について研修を行った。
国際捜査セミナー（少年事件捜査）
ＪＩＣＡとの共催により，７か国８人の捜査担当幹部を招き，我が国の警察制度，少
年事件捜査等に関する研修を行った。
上級警察幹部セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，１３か国１３人の上級警察幹部を招き，我が国の警察制度，
警察活動等の研修を行うとともに，各国警察の課題，組織改革案等について意見交換
を実施した。
銃器管理セミナー
アジア・太平洋地域の１４か国の法執行機関及び外務省の実務担当者２９人を招き，国
際組織犯罪条約銃器議定書の個別の条項について検討を行うとともに，参加各国が銃
器問題に対する取組みについて発表した。
南アフリカ警察行政セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，南アフリカの警察幹部５人を招き，日本警察の組織・人
事管理，地域警察の運営状況等に関する研修を行った。
国際テロ事件捜査セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，１３か国１３人を招き，国際テロ対策等についての講義，討
論を行った。
薬物犯罪取締セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，アジア・中南米等の１８か国１８人を招き，捜査技術等の研

修を行った。
上級警察幹部セミナー（中南米諸国）
ＪＩＣＡとの共催により，中南米地域６か国６人の上級警察幹部を招き，我が国の
警察制度，科学警察等に関する研修を行うとともに，現地の治安情勢，組織犯罪対策
等について意見交換を実施した。
運転免許管理技術移転セミナー
マレーシアの運転免許行政担当官４人を招き，我が国の運転免許制度の紹介，討議
を行った。
アジア地域組織犯罪対策セミナー
アジア地域の９か国１８人の組織犯罪対策担当官を招き，我が国の組織犯罪に関する
取締り技術等を紹介するとともに，組織犯罪対策法の概要等について講義，説明を実
施した。
ベトナム警察行政セミナー
ＪＩＣＡとの共催により，ベトナムの上級警察幹部５人を招き，我が国の警察制度，
警察政策の立案，国際捜査協力等に関する研修を行った。
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ため，特に深刻な情勢にあるタイへ専門家を派遣し，薬物鑑定・鑑識及び薬物分析の技術指

導を実施している。

（２） 国際緊急援助隊等への貢献

ア 国際緊急援助隊の派遣

国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき，警察では，平成１１年１月には大地震の発生

したコロンビアに，また９月には台湾に，国際緊急援助隊の救助チームとして派遣され，人

命救助等の活動を行った。

同法の施行（昭和６２年）以後平成１１年までの間に，警察が行った国際緊急援助活動は，表

７－１１のとおりである。

表７－１０ 警察がＪＩＣＡからの依頼により実施した主な専門家の派遣（平成１１年）

表７－１１ 警察がこれまでに行った国際緊急援助活動

注： （ ）内は，警察からの派遣人数を内数で示す。

月 日 派 遣 先 国 内 容

平９．７．２２～１２．３．３１ インドネシア 交通管制システムに関する専門家派遣

９．８．２０～１２．３．３１ タ イ 緊急通報システムに関する専門家派遣

１０．４．１０～１２．４．９ フィリピン 警察科学捜査（鑑識）に関する専門家派遣

１０．５．２２～１２．５．２１ フィリピン 初動捜査に関する専門家派遣

１０．１．２５～２．１９ カンボジア 鑑識技術に関する専門家派遣

１０．１．３１～２．１３ バングラデシュ 交通管理に関する専門家派遣

１０．２．１７～３．２０ パキスタン 鑑識技術に関する専門家派遣

１０．５．２０～８．１９ ブ ラ ジ ル 緊急通報システムに関する専門家派遣

１０．７．２９～８．２８ タ イ 交番制度に関する専門家派遣

１０．８．２６～９．４ シンガポール 交番制度に関する専門家派遣

１０．９．４～９．１１ モ ン ゴ ル 交番制度に関する専門家派遣

１１．１１．１～１３．１０．３１ タ イ 薬物対策に関する専門家派遣

国・地域 災 害 派 遣 期 間 派遣人数（人）

イ ラ ン 地 震 平成２年６月２２日～７月２日 １６（６）

フィリピン 地 震 ２年７月１８日～７月２６日 ２６（１１）

マレーシア ビル倒壊 ５年５月１５日～６月４日 ２４（１１）

エ ジ プ ト ビル倒壊 ８年１０月３０日～１１月６日 ２４（９）

コロンビア 地 震 １１年１月２６日～２月４日 ３７（１５）

台 湾 地 震 １１年９月２１日～９月２８日 １１０（４５）
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イ 国際平和協力活動への貢献

１１年７月から９月にかけ，国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づき，

警察庁から６人の東チモール国際平和協力隊（文民警察要員３人及び連絡調整要員３人）が

インドネシアに派遣され，国際連合東チモール・ミッション（ＵＮＡＭＥＴ）の下で現地警

察への助言，指導，監視の任務に当たった。
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